
 

 

2012 年 7 月 12 日 

日 本 銀 行 

 

「資産買入等の基金運営基本要領」の一部改正等について 

 

 

日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、資産買入

等の基金の着実な積み上げを通じて金融緩和を間断なく進めていく観点か

ら、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．「資産買入等の基金運営基本要領」（平成２２年１０月２８日決定）

を別紙１のとおり一部改正すること。 

２．「資産買入等の基金の運営として行う国債等買入基本要領」（平成２

２年１０月２８日決定）を別紙２のとおり一部改正すること。 

３．「資産買入等の基金の運営として行うコマーシャル・ペーパーおよび

社債等買入基本要領」（平成２２年１０月２８日決定）を別紙３のとお

り一部改正すること。 

４．「資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーショ

ン基本要領」（平成２２年１０月２８日決定）を別紙４のとおり一部改

正すること。 

以  上 

＜本件照会先＞ 

企 画 局 菅 野（03-3277-2800） 

 福 田（03-3277-3768） 



別紙１ 

 

「資産買入等の基金運営基本要領」中一部改正 

 

○ ４．を横線のとおり改める。 

４．買入残高および貸付残高の上限 

（１）買入残高の総額は４０４５兆円程度、貸付残高の総額は３０２５兆円

程度を上限とする。 

（２）３．（２）に定める買入対象資産ごとの買入残高の上限は以下のとお

りとする。 

イ、略（不変） 

ロ、国庫短期証券          ４．５９．５兆円程度 

ハ、 

ヘ、 

 

（附則） 

この一部改正は、平成２４年７月１７日から実施する。ただし、４．（１）

に定める貸付残高の総額の上限は、実際の貸付残高の総額が２５兆円以下

となるまでの間、なお従前の例による。 

 

略（不変） ～ 



別紙２ 

 

「資産買入等の基金の運営として行う国債等買入基本要領」中一部改正 

 

○ ７．を横線のとおり改める。 

７．買入方式 

（１）利付国債 

売買利回りの下限（以下「下限利回り」という。）を年０．１％とし、

買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから下限利回りを差し引

いて得た値（以下「売買希望利回較差」という。）を入札に付してコン

ベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。 

（２）国庫短期証券 

買入対象先が売買利回りとして希望する利回りを入札に付してコンベ

ンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。 

 

○ ８．を横線のとおり改める。 

８．買入価格 

（１）利付国債 

買入価格は、買入先が買入れを希望する利付国債および国庫短期証券

の銘柄ごとに、下限利回りに７．により決定した売買希望利回較差を加

えて得た利回りに基づいて算出した価格とする。 

（２）国庫短期証券 



買入価格は、買入先が買入れを希望する銘柄ごとに、７．により決定

した売買利回りに基づいて算出した価格とする。 

 

（附則） 

この一部改正は、平成２４年７月１７日から実施する。 

 

 



別紙３ 

 

「資産買入等の基金の運営として行うコマーシャル・ペーパーおよび社債等

買入基本要領」中一部改正 

 

○ ６．を横線のとおり改める。 

６．買入方式 

（１）ＣＰ等 

買入対象先が売買利回りとして希望する利回りを入札に付してコンベ

ンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。 

（２）社債等 

売買利回りの下限（以下「下限利回り」という。）を年０．１％とし、

買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから下限利回りを差し引

いて得た値（以下「売買希望利回較差」という。）を入札に付してコン

ベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。 

 

○ ７．を横線のとおり改める。 

７．買入価格 

（１）ＣＰ等 

買入対象先が本行による買入れを希望する証券ごとに、６．に定める

方式により決定した売買利回りに基づいて算出した価格とする。 

（２）社債等 



買入対象先が本行による買入れを希望する証券ごとに、下限利回りに

６．に定める方式により決定した売買希望利回較差を加えて得た利回り

に基づいて算出した価格とする。 

 

（附則） 

この一部改正は、平成２４年７月１７日から実施する。 

 

 



別紙４ 

 

「資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーション基本

要領」中一部改正 

 

○ ６．を横線のとおり改める。 

６．貸付期間 

３か月程度または最長６か月程度とする。 

 

（附則） 

この一部改正は、平成２４年７月１７日から実施する。 

 


